
県
道

道
路
の
種
類

第

三

百

八

十

九

号

令

和

五

年

四

月

十

四

日

根

尾

谷

汲
線

大

野

路
線
名

本
巣
市
根
尾
高
尾
字
北
ケ
一
一
二

一
三
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

一
二

三
六
番
一
地
先
ま
で

区

間��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

(

金
曜
日)

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

令
和
元･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

目

次

告

示

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

一
八
九
ペ
ー
ジ

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
の
名
称
の
変
更

(

選
挙
管
理
委
員
会)

一
八
九

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
緊
急
防
災
工
事
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

一
九
〇

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)

一
九
〇

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所

(
都
市
整
備
課)

一
九
一

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

恵
那
特
別
支
援
学
校)

一
九
一

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

会

計

課)

一
九
一

正

誤

○
道
路
の
区
域
変
更
中
訂
正

(

道
路
維
持
課)
一
九
二

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了
中
訂
正

(

建
築
指
導
課)

一
九
二

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
四
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
四
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号

公
職
選
挙
法
施
行
令(
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
五
年
四
月
十
四
日



号
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
名
称
の
変

更
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
十
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

名
称
の
変
更

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
緊
急
防
災
工
事
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
地
区
に
係
る
県
営
土
地
改
良
事
業
の
緊
急
防
災
工
事
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
当
該
緊
急
防
災
工
事
計
画
書
の
写
し

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年

四
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

飛�
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

飛�
市
宮
川
町
落
合
の
一
部(

大
無
雁
・
落
合(

Ⅴ))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
三
十
年
四
月
か
ら
令
和
四
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

飛�
市(

宮
川
町
落
合
の
一
部)

の
地
籍
図

飛�
市(

宮
川
町
落
合
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
五
年
三
月
十
七
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

加
茂
郡
白
川
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

加
茂
郡
白
川
町
大
字
黒
川
の
一
部(

黒
川
Ⅱ
―
２(

中
新
田))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間
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上

野

池

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

医
療
法
人
社
団
睦
会
ふ
れ
あ
い
介
護
医
療

院

変
更

後
郡

上

市

役

所

縦

覧

場

所

医
療
法
人
社
団
睦
会
介
護
老
人
保
健
施
設
シ

ル
バ
ー
ポ
ー
ト
ふ
れ
あ
い
の
家

変
更

前

令
和

五
・

四
・
一
四
か
ら

同

・

五
・
一
七
ま
で

縦

覧

期

間



平
成
二
十
八
年
五
月
か
ら
令
和
四
年
七
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

加
茂
郡
白
川
町(

大
字
黒
川
の
一
部)

の
地
籍
図

加
茂
郡
白
川
町(

大
字
黒
川
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
五
年
三
月
十
七
日

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所

都
市
再
開
発
法(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号)

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐
阜

駅
北
中
央
東
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
か
ら
次
の
と
お
り
当
該
組
合
の
理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所
の
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

理
事
長
の
氏
名

柴
山

直
人

二

理
事
長
の
住
所

岐
阜
市
手
力
町
三
十
一
番
十
三
号

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所

都
市
再
開
発
法(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号)

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐
阜

駅
北
中
央
西
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
か
ら
次
の
と
お
り
当
該
組
合
の
理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所
の
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

理
事
長
の
氏
名

川
口

富
雄

二

理
事
長
の
住
所

羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
一
丁
目
十
四
番
地

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
役
務
の
名
称
及
び
数
量
令
和
５
年
度
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
係
る
岐
阜
県

立
恵
那
特
別
支
援
学
校
通
学
用
バ
ス
借
上
げ
及
び
運
行
業
務
(年
間

契
約
)
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和
22年

政
令
第
16号

)
第
167条

の
２
第
１
項
第

５
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
令
和
５
年
３
月
23日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
恵
那
市
大
井
町
271―

82

中
部
観
光
株
式
会
社

代
表
取
締
役
市
川
直
樹

６
契
約
金
額
67,958,704円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
立
恵
那
特
別
支
援
学
校
事
務
室

�
所
在
地
恵
那
市
岩
村
町
133番

地
３

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量

岐
阜
県
警
察
本
部
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気

予
定
数
量
2,837,000

kW
h

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
５
年
２
月
14日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
５
年
２
月
24日
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５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
東
京
都
中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
２
番
１
号

株
式
会
社
FPS

代
表
取
締
役
洞
洋
平

６
落
札
金
額
79,214,903円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
調
達
第
二
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

平
成
三
十
年
十
二
月
四
日
第
三
千
三
号

道
路
の
区
域
変
更(

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号)

七

四
八
頁
上
段
の
表
中｢

四
〇
七
四
番
三
地
先｣
は｢
四
〇
七
四
番
一
地
先｣

の
、｢

四
一
九
一
番
一
地

先｣

は｢

四
一
九
三
番
二
地
先｣

の
誤
り
。

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

令
和
三
年
二
月
九
日
第
百
七
十
六
号

道
路
の
区
域
変
更(

岐
阜
県
告
示
第
五
十
七
号)

六
七
頁
上

段
の
表
中｢

四
五
五
二
番
二
地
先｣

は
、｢

四
五
五
二
番
一
地
先｣

の
誤
り
。

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日
第
三
百
三
十
五
号

開
発
行
為
の
工
事
の
完
了
三
八
四
頁
の
表
中｢
五
六

番
の
一
部｣

は
、｢

同
町
曲
路
東
二
丁
目
五
六
番
の
一
部｣

の
誤
り
。
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令
和
五
年
四
月
十
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


